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内部統制システム構築の基本方針に関する決議のお知らせ 

 

当社は、平成 18 年 5 月 26 日開催の取締役会において、内部統制システム構築の基本方針に

関し、下記の通り決議いたしましたので、お知らせいたします。 

 

記 
 

 

当社は、企業情報の適時・適切な開示を含む法令遵守並びにリスク管理を経営の重点課題

と位置付け、会社法に基づく「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保す

るための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で

定める体制の整備」について以下の通り定め、会社の業務の効率性並びに法令遵守及びリス

ク管理等の健全性の確保に努めるとともに、社会経済情勢その他環境の変化に応じて不断の

見直しを行い、その整備・充実に努める。 

 

１．取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

 

取締役会は、取締役会規程その他の規程に基づき、経営上の重要事項について決定を行い、

または報告を受ける。 

取締役は、取締役会における決定に基づき、各々の職務分担に応じて職務を遂行し、使用

人の業務の執行を監督するとともに、法令遵守を含めその進捗状況を取締役会に報告する。 

 

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

 

取締役の職務執行に係る取締役会議事録をはじめとした各種情報については、情報の保存

及び管理に関する規程に基づき、対象とすべき情報、管理の方法並びに管理責任等を明確化

し、必要なセキュリティー・ポリシー等を定めた上で適切に保存及び管理する。 

また、経営計画・事業方針、財務情報等の重要な企業情報について、法令等に定める方法

のほか、適時・適切な開示に努める。 

 

３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

 

代表取締役社長を委員長とし、全社のリスクマネジメント活動を統括するリスクマネジメ

ント委員会を設置し、リスク管理に係る基本方針、規程の制定・改廃その他重要事項を決定
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する。 

各事業場長は、リスクマネジメント委員会の決定並びに社内規程等を遵守し、自律的な活

動を推進する。総務部門は、各事業場における事業遂行上のリスクの識別・評価に基づくリ

スクマネジメント体制の整備並びにその自律的な活動を支援し、併せて、全社的視点からリ

スクマネジメント活動の有効性に係る監視・点検を行う。 

リスクマネジメント活動等の状況は、定期的及び必要の都度開催するリスクマネジメント

委員会において総括・レビューを行い、重要事項その他定められた事項については経営会議

及び取締役会に報告する。 

経営に重大な影響を与える不測の事態が発生した場合または発生する恐れのある場合に

は、損害及び影響等を最小限にとどめるため、リスクマネジメント委員会を直ちに招集し、

必要な対応を行う。 

 

４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

 

経営計画、事業戦略、重要な設備投資等取締役の職務執行に係る重要事項については、経

営会議における事前の審議を経て、取締役会において決定する。 

代表取締役をはじめとする各取締役及び各事業場長等は、取締役会における決定に基づき

個別業務を遂行するが、職務の執行における効率性を確保するため、組織規程・業務分掌規

程において各業務担当取締役・各事業場長の責任・権限を明確化するとともに、必要な業務

手続き等を定める。 

 

５．使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

 

法令遵守並びにリスク管理等の当社の内部統制システムの運用については、各事業場長の

責任の下で各事業場が自律的な活動を推進する。 

各事業場長は、その職務の執行にあたり、各事業場における法令及び社内規程の遵守・徹

底を図り、業務上の法令違反行為の未然防止に努めるとともに、社員に対する教育・啓蒙に

努める。また、法令違反のおそれのある行為・事実を認知した場合には、速やかに総務部門

に報告する。 

総務部門は、各事業場における法令及び社内規程の遵守状況を定期的及び必要の都度監

視・点検し、これらの内容をリスクマネジメント委員会に報告するとともに、必要に応じ、

法令・社内規程違反等の未然防止策等につき適切な措置を講ずる。また、重要事項その他定

められた事項については経営会議及び取締役会に報告する。 

社員は、法令及び社内規程を遵守し、適正に職務を行う義務を負う。違法行為等を行った

社員については、就業規則等の定めに基づき制裁を行う。 

なお、併せて、社員等及びその家族、派遣社員・請負先社員等から業務遂行上のリスクに

関する相談・通報を受け付ける内部通報制度を設置し、適切な運用に努める。 

 

６．当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 

 

当社及びグループ会社の内部統制システムについては、各事業場長及びグループ会社社長

の責任による自律的な構築・運用を基本とし、当社総務部門が、必要に応じ、その構築・運

用を監視・点検する。 

当社及びグループ会社は、各社の事業特性を踏まえつつ事業戦略を共有化するとともに、

グループ一体となった経営を行う。当社取締役、各事業場長及びグループ会社社長は、業務
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運営方針等を社員に周知・徹底する。 

 

 

７．監査役の監査に関する事項 

 

取締役及び使用人は、職務執行の状況、経営に重要な影響を及ぼす事実等の重要事項につ

いて、適時・適切に監査役及び監査役会に報告する。 

取締役は、内部統制システムの整備・運用状況等の経営上の重要事項について、取締役会、

経営会議及びリスクマネジメント委員会等において、監査役と情報を共有し、意思の疎通を

図る。また、必要に応じて監査役より報告を受ける。 

総務部門は、監査役と定期的または必要の都度、経営上の重要課題等に関する意見交換を

行う等、監査役監査の効率的な実施に向けて連係を図る。また、内部通報制度の運用状況に

ついて監査役に報告する。 

なお、取締役は、補助使用人その他監査役監査の環境整備に係る事項について、監査役の

求めに応じ、適宜監査役と意見を交換する。 

 

以上 
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